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(57)【要約】
　印象コーピング（2300）を含む歯科修復システムが開
示され、印象コーピング（2300）は、第1の端部（2330
）と、第2の端部（2340）と、非円錐台形状の側壁（238
3）を有する内側チャンバ（2320）とを有する本体部（2
310）を備えている。さらに、本体部（2310）が、顔側
の側面（2335）および舌側の側面（2345）を有しており
、顔側の側面（2335）における第1の端部（2330）と第2
の端部（2340）との間の距離が、舌側の側面（2345）に
おける第1の端部（2330）と第2の端部（2340）との間の
距離よりも大きい。印象コーピングの第1の端部（2330
）は、開口および隣接歯間の連続的な傾斜を備えること
ができる。印象コーピングの特定のいくつかの実施形態
は、アバットメントまたはインプラントとの係合のため
の手段を、内側チャンバに配置して備えている。他の実
施形態は、コーピングを印象材料内に保持するための外
側のフランジ部（2350、2360、2365、2370）を備えてい
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1の端部と、第2の端部と、非円錐台形状の側壁を有する内側チャンバとを備える本体
部、ならびに
　本体部の顔側の側面および舌側の側面
を有しており、
顔側の側面における第1の端部と第2の端部との間の距離が、舌側の側面における第1の端
部と第2の端部との間の距離よりも大きい印象コーピング。
【請求項２】
　内側チャンバの側壁が、第1の縁において第1の端部から延びており、
第1の縁が、顔側の側面から舌側の側面へと連続的に傾斜している請求項1に記載の印象コ
ーピング。
【請求項３】
　第1の縁が、歯科用部品を受け入れるように構成されて内側チャンバの側壁に隣接して
いる弓状面を有している請求項2に記載の印象コーピング。
【請求項４】
　内側チャンバの側壁が、円錐の一部分を含んでいる請求項1に記載の印象コーピング。
【請求項５】
　内側チャンバの側壁が、歯科用部品に着脱可能に係合するための手段を有している請求
項1に記載の印象コーピング。
【請求項６】
　内側チャンバの側壁が、実質的に円柱形の上部を有しており、
着脱可能な係合手段が、円柱形の部位に配置された保持突起を有している請求項5に記載
の印象コーピング。
【請求項７】
　当該印象コーピングの寸法的特徴を知らせるために、色による標識付けがされている請
求項1に記載の印象コーピング。
【請求項８】
　当該印象コーピングの寸法的特徴を知らせるための標識をさらに有している請求項1に
記載の印象コーピング。
【請求項９】
　頭部がねじ部に対して斜めに設定されているインプラントに係合すべく構成されるよう
、顔側の側面における第1の端部と第2の端部との間の距離が、舌側の側面における第1の
端部と第2の端部との間の距離よりも十分に大きい請求項1に記載の印象コーピング。
【請求項１０】
　開いた第1の端部と、閉じた第2の端部と、開いた第1の端部から延びる側壁を有してい
る内側チャンバとを備える本体部と、
　本体部から延び、第1の平面におおむね平行である第1のフランジ部と、
　本体部から延び、第2の平面におおむね平行である第2のフランジ部と、
　本体部から延び、第3の平面におおむね平行である第3のフランジ部と、
を有しており、
第1の平面、第2の平面、および第3の平面がそれぞれ交差する印象コーピング。
【請求項１１】
　第3の平面が、第1の平面および第2の平面の少なくとも一方に対しておおむね垂直であ
る請求項10に記載の印象コーピング。
【請求項１２】
　第1の平面が、第1の交線において第2の平面に交差し、第2の平面が、第2の交線におい
て第3の平面に交差し、第1の平面が、第3の交線において第3の平面に交差し、
第1の交線、第2の交線、および第3の交線がそれぞれ交差する請求項10に記載の印象コー
ピング。
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【請求項１３】
　歯科用部品に着脱可能に係合するための手段
をさらに有している請求項10に記載の印象コーピング。
【請求項１４】
　当該印象コーピングの一部を貫いて延びる開口
をさらに有している請求項10に記載の印象コーピング。
【請求項１５】
　本体部の顔側の側面および舌側の側面と、内側チャンバの側壁が開いた第1の端部から
延びる第1の縁とをさらに有しており、
第1の縁が、顔側の側面から舌側の側面への連続的な傾斜を有している請求項10に記載の
印象コーピング。
【請求項１６】
　外表面と、側壁を有する内側チャンバとを有する本体部と、
　チャンバの側壁の突起と、
　外表面のくぼみと、
を有しており、
くぼみが突起の付近にある印象コーピング。
【請求項１７】
　当該印象コーピングの一部を貫いて延びる開口
をさらに有している請求項16に記載の印象コーピング。
【請求項１８】
　当該印象コーピングの寸法的特徴を知らせるために、色による標識付けがされている請
求項16に記載の印象コーピング。
【請求項１９】
　当該印象コーピングの寸法的特徴を知らせるための標識をさらに有している請求項16に
記載の印象コーピング。
【請求項２０】
　開いた第1の端部と閉じた第2の端部とを有する本体部と、
　端壁と本体部の開いた第1の端部から延びる側壁とを有している内側チャンバと、
　端壁に位置して段部を形成している凹所と、
　段部に隣接してチャンバの側壁に配置された保持機構と、
を有している印象コーピング。
【請求項２１】
　当該印象コーピングの一部を貫いて延びる開口
をさらに有している請求項20に記載の印象コーピング。
【請求項２２】
　当該印象コーピングの寸法的特徴を知らせるために、色による標識付けがされている請
求項20に記載の印象コーピング。
【請求項２３】
　当該印象コーピングの寸法的特徴を知らせるための標識をさらに有している請求項20に
記載の印象コーピング。
【請求項２４】
　第1のねじ部および第1の先細りの頭部を有している第1の本体と、前記第1のねじ部と前
記第1の先細りの頭部と間に配置された第1の出芽形状部と、前記第1の出芽形状部と前記
第1の先細りの頭部との間に配置され、第1の弓状の移行領域を備えている第1の段部と、
を有している第1の歯科用フィクスチャと、
　第2のねじ部と、カラー部と、義歯とのインターフェイスとを有する第2の本体を有して
いる第2の歯科用フィクスチャと、
　第2の歯科用フィクスチャに係合するように構成され、第2の先細りの頭部と、第2の出
芽形状部と、前記第2の出芽形状部と前記第2の先細りの頭部との間に配置され、第2の弓
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状の移行領域を備えている第2の段部と、を有しているアバットメントと、
　第1の端部と、第2の端部と、非円錐台形状の側壁を有する内側チャンバとを備える本体
部と、
　本体部の顔側の側面および舌側の側面を有しており、顔側の側面における第1の端部と
第2の端部との間の距離が、舌側の側面における第1の端部と第2の端部との間の距離より
も大きく、内側チャンバが第1の先細りの頭部および第2の先細りの頭部に独立に係合する
ように構成されている印象コーピングと、
を含んでいる歯科用構成部品システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科用印象コーピングおよびこれを含む歯科用構成部品システムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　歯科技術は、自然歯の喪失を補償するためのさまざまな方法および装置を提供している
。例えば、自然歯を、一体のインプラントまたはインプラントへと固定された別個のアバ
ットメントに取り付けられる人工歯で置き換えることが可能である。別個のインプラント
およびアバットメントを使用する場合には、最初にインプラントが、典型的にはねじ係合
によって患者の顎骨に設置される。次いで、別個のアバットメントが、インプラントの歯
冠側の端部へと固定され、インプラントが患者の顎骨に充分に一体化した後で、人工歯が
アバットメントへと固定される。一体または一部品のインプラントを使用する歯科修復に
おいては、インプラントが患者の顎骨に設置され、骨との一体化のための充分な時間が与
えられる。この期間の後に、人工歯が、一体型のインプラントの歯冠側の端部に設置され
る。
【０００３】
　歯科修復を実行するプロセスにおいて、人工歯の製作の助けとするために、患者の口腔
のモデルを製作することが望まれる場合がある。そのような場合に、モデルの精度を高め
るために、印象または転写コーピングを使用することができる。印象コーピングが、患者
の口腔の印象の取得に先立って、アバットメントまたは一体型のインプラントへと配置さ
れる。患者の口腔から印象材料が取り出されるとき、コーピングが、印象剤に残って、ア
バットメントまたは一体型のインプラントから離れる。一体型のインプラントまたはイン
プラントとアバットメントとからなる集合体の類似物が、印象材料に係合したままのコー
ピングへと挿入される。鋳造材料が印象および上記類似物の周囲へと注がれ、患者の口腔
のモデルが生成される。これにより、患者の口腔におけるインプラントまたはアバットメ
ントの位置を正確に特定でき、設置後の人工歯が適切にフィットするように保証するうえ
で役に立つ。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明のシステムの実施の形態は、歯科修復システムならびにアバットメント、一体型
のインプラント、印象キャップ、および他の構成部品を含む歯科修復材を提供するための
方法および装置に向けられている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　以下の説明および特許請求の範囲の全体を通じて、システムの特定の特徴または構成要
素を指すために特定の用語が使用される。本明細書は、名称が異なるが機能は異ならない
特徴または構成要素を区別するものではない。
【０００６】
　以下の説明および特許請求の範囲において、用語「含む」および「備える」は、開かれ
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た意味で使用され、したがって「・・・を含むが、・・・に限られるわけではない」との
意味に解釈すべきである。また、用語「冠状部（coronal）」は、歯科用インプラントま
たは歯科用部品において、患者の顎骨から遠い方の部位を指し、あるいは当該部品が患者
の口腔に設置された後に歯の根元から最も遠い歯冠または義歯冠の方向の部位を指す。用
語「根元部（apical）」は、歯科用インプラントまたは歯科用部品において、患者の顎骨
に近い方の部位を指し、あるいは当該装置が患者の口腔に設置された後の歯の根元の頂点
の方向の部位を指す。用語「顔側（facial）」または「頬側（buccal）」（臼歯の場合）
は、歯科用インプラントまたは歯科用部品において、外側を向いている部位または患者の
舌から離れる方を向いている部位を指し、用語「舌側（lingual）」は、歯科用インプラ
ントまたは歯科用部品において、内側を向いている部位または患者の舌の方を向いている
部位を指す。用語「隣接歯間（interproximal）」は、歯科用インプラントまたは歯科用
部品において、隣の歯に面する部位を指す。用語「出芽形状部（emergence profile port
ion）」は、歯科用インプラントまたは歯科用部品において、患者の歯肉組織を貫いて延
びる部位を指す。用語「多条ねじ」は、ねじ表面の開始端（例えば、歯科用インプラント
の根元端）から2つ以上のねじ山が出発しているねじを指す。
【０００７】
　最初に図1～4を参照すると、アバットメント100が示されており、出芽形状部140を多角
形のベース部115と先細りの柱状部または冠状部135との間に配置して備えている。さらに
、アバットメント100は、内部の長手穴180および出芽形状部140と先細りの冠状部135との
間に配置されたマージンショルダ150を備えている。
【０００８】
　多角形のベース部115が、インプラント（図示されていない）に形成された同様の形状
の凹所と対合するように構成され、これと摩擦によって保持される場合がある。インプラ
ントの凹所は、複数のおおむね平坦な表面を含んでいる多角形の内表面を備えている。
【０００９】
　出芽形状部140は、出芽形状部140の外周のまわりに広がる凹面132および凸面133を有し
ている。冠状部135は、一対の保持凹所110および縦溝120をさらに有している。図示のと
おり、保持凹所110は、アバットメント100の歯冠側の端部の外表面において、アバットメ
ントの長手軸119に対して横方向に位置している。保持凹所110が、アバットメント100の
隣接歯間の側面に描かれているが、舌側および頬側の側面の一方または両方にも配置する
ことが可能である。図1～4の実施の形態においては、縦溝120が、先細りの冠状部135の舌
側の側面に配置されているが、他の実施の形態においては、縦溝120を、先細りの冠状部1
35の顔側の側面または隣接歯間の側面に配置することができる。
【００１０】
　凹面132が、小さな面取り134に隣接して形成され、次いで凹面132に隣接する凸面133へ
と推移している。面取り134から凸面133に向かって移動する際、凹面132は徐々に断面積
を増しており、アバットメント100において歯科用インプラントと取り合う基部の付近の
骨の成長を促進すべく、軟組織の脈管化のためのより大きな余地をもたらしている。出芽
形状部140の外表面に隣接する領域において軟組織および骨の成長を促進することが、後
退した組織が歯冠と隣の歯との間に知覚できるほどのすき間を残す可能性があるため、重
要である。後退が大きくなると、アバットメント100が露出し、さらにはインプラントが
露出する可能性もあり、審美的に望ましく、疾患または感染に対して脆弱になる可能性が
あり、インプラントの不具合にさえつながる可能性がある。
【００１１】
　図1～4の実施の形態においては、凹面132および／または凸面133は、可変の曲率半径を
有している。これは、半径が一定ではなく、部位132および133の外表面に沿った個々の位
置において異なっていることを意味している。図示の実施の形態においては、凹面132の
直径が、面取り134に最も近い領域において3.5ミリメートルであり、凸面133の直径が、
マージンショルダ150に隣接する領域において4.7ミリメートルである。さらに詳しく後述
されるとおり、他の実施の形態は、図1～4に関して図示および説明されるものとは異なる
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直径および長さの出芽形状部を有している。
【００１２】
　図2に示されているように、マージンショルダ150は、出芽形状部140の最外縁と先細り
の冠状部135との間に広がる弓形の移行領域160を有している。この実施の形態においては
、移行領域160が、可変の曲率半径を有しており、すなわち図2に示した外形図において、
半径が移行領域160に沿った個々の位置で異なっている。マージンショルダ150は、マージ
ンショルダ150の舌側153がマージンショルダ150の顔側152よりもベース部115に対してよ
り高い点まで延びるように、連続的に傾いている隣接歯間の側面151を有している。この
隣接歯間の側面151の連続的な傾斜は、正から負または負から正への傾きの変化を含んで
いない。さらに図2には、出芽形状部140の舌側の側面141が、出芽形状部140の顔側の側面
142よりも大きな長手方向長さを有することが示されている。隣接歯間の傾斜面151は、真
っ直ぐであっても、湾曲していてもよい。
【００１３】
　マージンショルダ150は、真の円錐の一部分であるコーン部をさらに備えることができ
る。そのようなコーン部の形状は既知の数式にもとづいているため、そのようなコーン部
を備えることで、製造時の品質保証の目的での寸法の検証をより容易にすることができる
。すなわち、コーン部の1点を寸法的に正確であると確認できるならば、コーン部の他の
点を、コーン部を定義する式にもとづいて比較的容易に検証することができる。そのよう
なコーン部は、例えば、マージンショルダの位置163に配置することができる。さらに、
より複雑な解剖学的輪郭に対して円錐および円柱などといった単純な形状を使用すること
で、優れた形状の制御、したがってより良好な公差を維持することが可能である。公差の
管理の向上により、アバットメントまたはインプラントのマージン部と相手方である転写
コーピングまたは他の修復材とを、よりぴったりと合わせることが可能になる。
【００１４】
　図1～4の実施の形態においては、縦溝120が、マージンショルダ150と先細りの冠状部13
5の終端部137との間に配置されている。終端部137の断面は、典型的な従来技術の（同程
度の直径の）アバットメントにおいて見られる冠状部の対応する領域よりも小さく、舌側
の弓状面138および反対側の顔側の弓状面139を有している。この様相ゆえ、弓状面138と1
39を、対向弓状面と称することができる。
【００１５】
　典型的なアバットメント柱に比べ、終端部137の小さなサイズおよび輪郭付けられた形
状ゆえ、歯科修復技師が人工歯（図示されていない）を先細りの冠状部135へと設置する
前に行わなければならない準備作業の量が、最小限で済む。歯科用アバットメントの冠状
部についての準備作業が、典型的には人工歯の配置に先立って必要であることを、当業者
であれば容易に理解できるであろう。舌側の弓状面138および顔側の弓状面139が、すでに
歯科修復技師によって修正された冠状部端を複製している。さらに、先細りの冠状部135
が、ショルダ150の付近の領域において外側へと広がっており、人工歯がアバットメント1
00へと設置された後に着座する土台または出っ張りをもたらしている。
【００１６】
　図3の断面図に示されているように、穴180が、ねじ部またはねじ領域190を有している
。アバットメント100がインプラント（図示されていない）へと、多角形のベース部115を
インプラントの上部の対応する凹所へと挿入し、次いで固定ねじ（図示されていないが、
例えば図62A、62B、および62Eを参照）を穴180の上部へと挿入することによって取り付け
られる。固定ねじは、最初にねじ領域190に係合し、次にインプラントのねじ穴に係合し
、アバットメント100をインプラントへと固定する。
【００１７】
　アバットメント100は、チタニウム6ALV4またはセラミックなど、さまざまな生体適合材
料から製造できる。さらに、アバットメント100の一部（出芽形状部140など）を、所望の
色または他の表面特性をもたらすために、陽極酸化することができ、あるいはチッ化チタ
ニウムなどのチッ化材料または他の着色剤で被覆することができる。チッ化チタニウムの
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被膜は、インプラントの表面に金色を生み出し、未処理のチタニウムよりも一般的により
審美的に喜ばしいと考えられる外観をもたらす。また、アバットメント100の一部を処理
し、被覆し、あるいは粗くして、それら処理面の領域または処理面に隣接する領域におけ
る軟組織の付着または成長を促進することができる。
【００１８】
　1つの実施の形態を図1～4に示したが、他の実施の形態も、図1～4に示した特徴の多く
を含んでいる。その寸法は、図1～4の実施の形態と異なっている。例えば、図5が、代替
的な実施の形態の隣接歯間の図（図2に示した図と同様）を示している。図5の実施の形態
においては、出芽形状部140の長手方向の長さが、図2に示したものよりも小さい。結果と
して、図5の実施の形態においては、図2の実施の形態と比べ、舌側の側面141および顔側
の側面142が、多角形のベース115からあまり遠く延びていない。例えば、寸法A（「カフ
高さ」と呼ばれることがあり、軸119に平行に測定される）が、図5に示した実施の形態に
おいては約1ミリメートルであり、図2に示した実施の形態においては約2ミリメートルで
ある。
【００１９】
　図6も、図1～4に示した実施の形態に対する代替的な実施の形態を示している。図6の実
施の形態においては、出芽形状部140の長手方向の長さが、図2に示したものよりも大きい
。結果として、図6の実施の形態においては、図2の実施の形態と比べ、舌側の側面141お
よび顔側の側面142が、多角形のベース115から遠くまで延びている。例えば、寸法Aが、
図6に示した実施の形態においては約3ミリメートルであるのに対し、図2に示した実施の
形態のカフ高さは、約2ミリメートルである。
【００２０】
　図7～9は、上述の実施の形態と同じ全体構成を有しているアバットメントの他の実施の
形態を示している。図7～9に示されているように、アバットメント400は、穴480、多角形
のベース部415、出芽形状部440、および先細りの柱または冠状部435を有している。先に
説明した実施の形態と同様、この実施の形態も、一対の保持凹所410、縦溝420、ならびに
凹面432および凸面433を有する出芽形状部440を有している。
【００２１】
　図8に示されているように、アバットメント400は、弓形の移行領域460を備えるマージ
ンショルダ450をさらに有しており、移行領域460が、その長さに沿って変化する曲率半径
を有している。マージンショルダ450は、マージンショルダ450の舌側443がマージンショ
ルダ450の顔側452よりも高くなるように傾斜した隣接歯間の側面451を有しており、この
隣接歯間の側面451の傾斜は、舌側443から顔側452への傾きに正から負または負から正へ
の傾きの変化が存在しないような傾きである。やはり図8に示されているが、出芽形状部4
40の舌側の側面441は、出芽形状部440の顔側の側面442よりも大きな長手方向長さを有し
ている。すでに述べたように、隣接歯間の傾斜面441は、横から見たときに、真っ直ぐで
あっても、湾曲していてもよい。
【００２２】
　この実施の形態においても、先細りの柱または冠状部435は、顔側の弓状面439と対向す
る舌側の弓状面438を備えている終端部437を有している。すでに説明したとおり、終端部
437は、同様の直径の典型的な改良前の従来技術のインプラントに見られる冠状部にくら
べ、より小さな冠状部を呈している。
【００２３】
　図9に最もよく示されているように、アバットメント400は、出芽形状440の上部の隣接
歯間領域に一対の平坦部455を備えている。平坦部455は、隣接歯間領域における軟組織お
よび骨の成長のために、隣り合う歯の間により大きな空間を可能にしている。図7～9の実
施の形態においては、出芽形状部440は、面取り434に隣接する領域において4.5ミリメー
トルの直径を有し、マージンショルダ450の下方かつ先細りの冠状部435に隣接する領域に
おいて5.5ミリメートルの直径を有している。
【００２４】
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　次に図10を参照すると、代替的な実施の形態の隣接歯間の図（図8に示した図と同様）
が示されている。図10の実施の形態においては、出芽形状部440の長手方向の長さが、図8
に示した実施の形態のものよりも小さい。結果として、図10の実施の形態においては、図
8の実施の形態と比べ、舌側の側面441および顔側の側面442が、多角形のベース415からあ
まり遠く延びていない。例えば、寸法Aは、図10に示した実施の形態においては約1ミリメ
ートルであり、図8に示した実施の形態においては、カフ高さが約2ミリメートルである。
【００２５】
　図11も、図7～9に示した実施の形態に対する代替的な実施の形態を示している。図11の
実施の形態においては、出芽形状部440の長手方向の長さが、図8に示したものよりも大き
い。結果として、図11の実施の形態においては、図8に示した実施の形態と比べ、舌側の
側面441および顔側の側面442が、多角形のベース415からより遠くまで延びている。例え
ば、寸法Aは、図11に示した実施の形態においては約3ミリメートルであるのに対し、図8
に示した実施の形態においては、カフ高さが約2ミリメートルである。
【００２６】
　図12～14は、上述の実施の形態と同じ全体構成を有している別のアバットメントの実施
の形態を示している。しかしながら、図12～14の実施の形態においては、アバットメント
500が、面取り534に隣接する領域において5.7ミリメートルの直径を有し、マージンショ
ルダ550の下方かつ先細りの柱または冠状部535に隣接する領域において6.5ミリメートル
の直径を有する出芽形状部540を備えている。図12～14に示した実施の形態は、多角形の
ベース部515、出芽形状部540、および先細りの冠状部535を有している。この実施の形態
も、出芽形状540の上部の隣接歯間領域に一対の平坦部555を有している。
【００２７】
　次に図15を参照すると、代替的な実施の形態の隣接歯間の図（図13に示した図と同様）
が示されている。図15の実施の形態においては、出芽形状部540の長手方向の長さが、図1
3に示したものよりも小さい。結果として、図15の実施の形態においては、図13の実施の
形態と比べ、舌側の側面541および顔側の側面542が、多角形のベース515からあまり遠く
延びていない。例えば、寸法Aは、図15に示した実施の形態においては約1ミリメートルで
あり、図13に示した実施の形態においては、カフ高さは約2ミリメートルである。
【００２８】
　図16も、図12～14に示した実施の形態に対する代替的な実施の形態を示している。図16
の実施の形態においては、出芽形状部540の長手方向の長さは、図13に示したものよりも
大きい。結果として、図15の実施の形態においては、図13に示した実施の形態と比べ、舌
側の側面541および顔側の側面542は、多角形のベース515からより遠くまで延びている。
例えば、寸法Aは、図16に示した実施の形態においては約3ミリメートルであるのに対し、
図13に示した実施の形態においては、カフ高さは約2ミリメートルである。
【００２９】
　別のアバットメント701～703が、図17～19にそれぞれ示されている。それぞれのアバッ
トメント701～703は、先に説明した実施の形態と同じ全体構成を有する先細りの冠状部73
5およびマージンショルダ750を有している。しかしながら、図17～19に示した実施の形態
は、おおむね円柱形であって、先の実施の形態に示されている凹面および凸面を有してい
ない出芽形状部740を有している。図17～19の実施の形態は、部位740の円柱面に沿ったす
べての位置で直径が4.5ミリメートルである出芽形状部740を有しているが、他の実施の形
態は、他の直径を有する出芽形状部を有することができる。図示のとおり、図17～19の実
施の形態では、出芽形状部740の長手方向の長さが異なっており、寸法Aがおおよそ、図18
のアバットメント701においては1ミリメートルであり、図17のアバットメント702におい
ては2ミリメートルであり、図19のアバットメント703においては3ミリメートルである。
他の実施の形態は、異なった長さの出芽形状部を備えることができる。
【００３０】
　もう1つの代替的な実施の形態が、図20および21に示されており、アバットメント300が
、多角形のベース部315、面取り334、出芽形状部340、および先細りの冠状部335を有して
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いる。アバットメント300は、すでに述べたように一対の保持凹所310および縦溝320を有
している。この実施の形態においては、出芽形状部340の基部が、凹面330と面取り334と
の間に配置された下部凸面341を有している。出芽形状部340は、凹面330とマージンショ
ルダ350との間の上部凸面343をさらに有している。図20および21に示されているように、
下部凸面341は、上部凸面343の曲率半径よりも小さい曲率半径を有している。例えば図1
～4に関して図示および説明したアバットメント100と比べ、凹面330が、アバットメント3
00の周囲の軟組織および骨の成長のためにさらにより大きな余地を可能にしている。凹面
330は、さまざまな構成（さまざまな直径、長さ、または柱の角度、など）のアバットメ
ントに取り入れることが可能である。すなわち、凹領域330において、アバットメント300
の断面の直径が、アバットメント300の凹領域330に対して根元側に位置する部位（図20に
おける凹領域330の下方の部位）の最大の広がりよりも小さい。これにより、歯肉を貫く
アバットメント300の表面に凹所が生み出される。
【００３１】
　もう1つの代替的な実施の形態が、アバットメント600として図22～26に示されており、
多角形のベース部615、出芽形状部640、および先細りの柱または冠状部635を有している
。先に述べた実施の形態と同様、この実施の形態も、一対の保持凹所610、縦溝620、なら
びに凹面632および凸面633を有する出芽形状部640を有している。さらに、マージンショ
ルダ650が、出芽形状部640と先細りの冠状部635との間に配置されている。図1～4に示し
た実施の形態と同様に、図22～26の実施の形態は、直径が約3.5ミリメートルから約4.5ミ
リメートルへと増加し、カフ高さ（図25に寸法Aとして示されている）が約2ミリメートル
である出芽形状部を有している。
【００３２】
　この実施の形態においても、先細りの冠状部635が、顔側の弓状面639と対向する舌側の
弓状面638を備えている終端部637を有している。図22～26に示されているように、終端部
637は、冠状部の上部を小さくしたものである。
【００３３】
　図23に示されているように、先細りの冠状部635は、先に説明した実施の形態と異なり
、ベース部615および出芽形状部640の中心を通過する長手軸619に対して平行でない中心
軸629を有している。この実施の形態においては、中心軸629が、長手軸619から17度の角
度に設定されている。他の実施の形態においては、中心軸629が、17度以外の角度に設定
される。したがって、アバットメント600を、柱635がベース部615および軸619に対して傾
けられている角度付きアバットメントと称することができる。
【００３４】
　図25の断面図に示されているように、アバットメント600は、長手軸619と平行であって
、好ましくは長手軸619と同軸に位置合わせされた穴680を有している。さらに穴680は、
ねじ部690と、アバットメント600をインプラントへと固定するために使用される固定ねじ
（図示されていない）の冠状部を係合させる段部685とを備えている。
【００３５】
　代替的な実施の形態が、アバットメント800として図27に示されており、図22～26に示
したアバットメント600と同じ全体構成を有している。しかしながら、図22～26の実施の
形態においてカフ高さが2ミリメートルであるのに対し、アバットメント800の寸法Aは、
約1ミリメートルである。
【００３６】
　もう1つの代替的な実施の形態が、アバットメント900として図28～31に示されており、
基部980、多角形のベース部915、出芽形状部940、および先細りの冠状部935を有している
。図28～31の実施の形態も、一対の保持凹所910、縦溝920、ならびに凹面932および凸面9
33を有する出芽形状部940を備えている。図29に示されているように、さらにアバットメ
ント900は、弓状の移行領域960を備えるマージンショルダ950を有しており、移行領域960
は、輪郭に沿って変化する一様でない曲率半径を有している。マージンショルダ950は、
マージンショルダ950の舌側943がマージンショルダ950の顔側952よりも高くなるように傾
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斜した隣接歯間の側面951を有している。やはり図29に示されているが、出芽形状部940の
舌側の側面941が、出芽形状部940の顔側の側面942よりも大きな長手方向長さを有してい
る。すでに述べた図22～26の実施の形態と同様に、先細りの冠状部935は、ベース部915お
よび出芽形状部940の長手軸919から17度の角度に配置された中心軸929を有している。
【００３７】
　図28～31の実施の形態においては、出芽形状部940が、面取り934に隣接する領域におい
て4.5ミリメートルの直径を有し、先細りの冠状部935に隣接する領域において5.5ミリメ
ートルの直径を有している。
【００３８】
　図30および31に最もよく示されているように、アバットメント900も、出芽形状940の上
部の隣接歯間領域に一対の平坦部955を備えている。平坦部955が、隣接歯間領域における
軟組織および骨の成長のため、歯の間により大きな空間を可能にしている
　次に図32を参照すると、代替的な実施の形態の隣接歯間の図（図29に示した図と同様）
が示されている。図32のアバットメント900の出芽形状部940は、図29に示したアバットメ
ントの出芽形状部よりも小さい長手方向の長さを有している。結果として、図32の実施の
形態においては、図29の実施の形態と比べ、舌側の側面941および顔側の側面942が、多角
形のベース915からあまり遠く延びていない。例えば、寸法Aが、図32に示した実施の形態
においては約1ミリメートルであるのに対し、図29に示した実施の形態においては、カフ
高さは約2ミリメートルである。
【００３９】
　図33～36は、また別のアバットメントの実施の形態を示しており、図28～31の実施の形
態と同じ全体構成を有している。図33～36に示した実施の形態においては、アバットメン
ト1000が、穴1080、多角形のベース部1015、出芽形状部1040、および先細りの冠状部1035
を有している。図28～31の実施の形態と同様、先細りの冠状部または柱1035が、ベース部
1015および出芽形状部1040の長手軸1019から17度の角度に設定された中心軸1029を有して
いる。この実施の形態も、出芽形状1040の上部の隣接歯間領域に一対の平坦部1055を備え
ている。しかしながら、図33～36の実施の形態においては、アバットメント1000は、面取
り1034に隣接する領域において5.7ミリメートルの直径を有し、先細りの冠状部1035に隣
接する領域において6.5ミリメートルの直径を有する出芽形状部1040を備えている。
【００４０】
　次に図37を参照すると、代替的な実施の形態の隣接歯間の図（図34に示した図と同様）
が示されている。図37の実施の形態においては、アバットメント1000の出芽形状部1040が
、図34に示したアバットメントの出芽形状部よりも小さい長手方向の長さを有している。
結果として、図37の実施の形態においては、図34の実施の形態と比べて、舌側の側面1041
および顔側の側面1042が、多角形のベース1015からあまり遠く延びていない。例えば、寸
法Aが、図37に示した実施の形態においては約1ミリメートルであるのに対し、図34に示し
た実施の形態においては、カフ高さは約2ミリメートルである。
【００４１】
　アバットメント1100のさらの他の代案の実施の形態が、図38および39に示されている。
アバットメント1100が、先に説明した実施の形態と同じ全体構成を有する先細りの冠状部
1135およびマージンショルダ1150を有している。しかしながら、図38および39に示した実
施の形態は、マージン1150と面取り1134との間を延びるおおむね円柱形の外表面を備えて
おり、先の実施の形態に示した凹面および凸面を有していない出芽形状部1140を有してい
る。図38および39の実施の形態が、直径が4.5ミリメートルである出芽形状部1140を有す
るのに対し、他の実施の形態は、別の直径の出芽形状部を有することができる。図示のと
おり、図38および39の実施の形態は、長さの異なる出芽形状部1140を有しており、寸法A
がおおよそ、図38においては1ミリメートルであり、図39においては2ミリメートルである
。他の実施の形態は、異なった長さの出芽形状部を備えることができる。
【００４２】
　上述のように、本発明の実施の形態は、いくつかの異なる構成を有するアバットメント



(11) JP 2008-546448 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

を含んでいる。出芽形状の直径および長さ、ならびに先細りの冠状部と出芽形状部との間
の角度（そのような角度が設けられる場合）などの寸法は、個々の患者の必要性に合致す
るように変更することが可能である。利用可能な空間の大きさおよびインプラントの向き
などといった要因が、患者について歯の修復を実行するときに、どのアバットメントを選
択するかについての医師の決定を左右する。
【００４３】
　直線状または角度付きのどちらのアバットメントを選択すべきかの判断をする助けとす
るため、医師は、試行の取り付けのためのフィッティング・アバットメントを使用するこ
とができる。図40に示されているように、フィッティング・アバットメント1200は、長手
軸1218を有する多角形のベース部1215と、凹面1232および凸面1233を有する出芽形状部12
40を備えている。しかしながら、フィッティング・アバットメント1200は、先の実施の形
態において示したものと同様の先細りの冠状部の代わりに、長手軸1238を有する真っ直ぐ
なピーク1236と長手軸1239を有する斜めのピーク1237とを備える冠状部1235を有している
。長手軸1238が、長手軸1218におおむね平行かつ同軸であるのに対し、長手軸1239は、長
手軸1218から傾けられ、長手軸1218に対して平行でない。真っ直ぐなピーク1236が、恒久
用の真っ直ぐなアバットメントの柱の位置を複製するのに対し、斜めのピーク1237は、恒
久的角度付きアバットメントの柱の位置を複製している。これにより、医師が、フィッテ
ィング・アバットメント1200を患者の口腔において修復を行う部位に配置し、真っ直ぐな
アバットメントまたは角度付きのアバットメントが最良の適合をもたらすかどうかを判断
することができる。フィッティング・アバットメント1200は、適切なサイズの決定におい
ても医師の助けとなるよう、さまざまな直径および長さにて製作が可能である。フィッテ
ィング・アバットメント1200は、チタニウムまたは恒久的なアバットメントに典型的に使
用される他の材料よりも安価な、プラスチックなどの材料で製作可能である。
【００４４】
　本発明の他の実施の形態は、別個の骨係合用インプラント部材へと固定することができ
るアバットメント部材またはアバットメント部品を有している集合体と異なり、骨係合用
基礎部分および骨係合用基礎部分と一体である義歯取り付け用のアバットメント部分を備
えている一体または一部品のインプラント構造体を含んでいる。そのような実施の形態の
1つが図41～44に示されており、出芽形状部1340を本体部1395と先細りの冠状部または柱1
335との間に配置して備える一体型のインプラント1300を有している。一体型のインプラ
ント1300は、出芽形状部1340と先細りの冠状部1335との間にマージンショルダ1350をさら
に有している。
【００４５】
　先細りの冠状部1335は、一対の平坦部1347、縦溝1320、および終端部1337を有しており
、終端部1337が、長手軸1319に対して横方向である一対の保持凹所1310を備えている。こ
の実施の形態においては、平坦部1347および保持凹所1310は隣接歯間の位置に示され、縦
溝1320は舌側の位置に示されているが、他の実施の形態は、平坦部または溝を別の位置に
備えることができる。平坦部1347は、インプラント1300の設置時に、インプラント1300を
患者の骨へとねじ込んで係合させるうえで役立つよう、回転工具を係合させてインプラン
ト1300を回転させるために使用することができる。図41～44に示した実施の形態において
は、この実施の形態が、セメント固定の義歯を取り付けるべく使用されるように意図され
ており、あるいは先細りの冠状部の断面積が内部に穴を備えるために充分でない構成にお
いて使用されるように意図されているため、先細りの冠状部1335が長手方向の穴を有して
いない。
【００４６】
　終端部1337は、舌側の弓状面1338を顔側の弓状面1339と対向するように備えており、同
様の直径の典型的な改良前の従来技術のアバットメントに比べ、より小さな冠状部を具現
化している。
【００４７】
　すでに述べたように、終端部1337のサイズが小さくされているため、歯科修復技師が人
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工歯（図示されていない）を先細りの冠状部1335へと設置する前に行わなければならない
準備作業の量が、最小限で済む。一部品のインプラントに対して必要な準備を最小限にす
ることは、準備が口腔において実行されるため、とくに重要である。準備の際に生じる破
片および熱が、組織の健康に悪影響を及ぼす可能性があり、インプラントの不良を引き起
こす可能性すらある。さらに、舌側の弓状面1338および顔側の弓状面1339が、歯科修復技
師または医師によって修正された後の端部の外観を複製している。さらに、先細りの冠状
部1335が、マージンショルダ1350の付近の領域において外側へと広がっており、人工歯が
インプラント1300へと設置されたときに着座する土台または出っ張りをもたらしている。
【００４８】
　図42に示されているように、マージンショルダ1350が、先細りの冠状部1335と出芽形状
部1340との間に配置されている。マージンショルダ1350は、弓形の移行領域1360を有して
おり、移行領域1360は、この領域の輪郭の長さに沿って変化する曲率半径を有することが
できる。さらに、マージンショルダ1350は、マージンショルダ1350の舌側1343がマージン
ショルダ1350の顔側1352よりも高くなるよう、連続的に傾いている隣接歯間の側面1351を
有している。やはり図42に示されているように、出芽形状部1340の舌側の側面1341が、出
芽形状部1340の顔側の側面1342よりも大きな長手方向長さを有している。マージンショル
ダ1350、ならびに本明細書の全体において記載される他のマージンショルダは、本明細書
において例示される種々の実施の形態に示されているように、湾曲していても、真っ直ぐ
であってもよい。
【００４９】
　さらに、出芽形状部1340は、本体部分1395に隣接して、顔側の凹面1332および舌側の凹
面1333を有している。すでに述べたように、凹面1332および1333が、骨の成長を促進すべ
く軟組織の脈管化のためのより大きな余地をもたらしており、審美性を改善するとともに
、感染の可能性を少なくしている。図42に示されているように、凹面1332および1333は、
ねじ山付きの本体部1395の上部の外側包絡線の直径D1において広がっている。外側包絡線
の直径D1は、本体部1395の最大の包絡線の直径である。凹面1332および1333は、図41～44
に示した構成以外にも、さまざまな構成を有することができる。例えば、凹面1332および
1333が、複数または単一の曲率半径を有することができ、出芽形状部1340へとさまざまな
深さまで延びることができる。さらに、凹面1332の曲率半径の中心は、外側包絡線の直径
D1の範囲内に位置でき、あるいは外側包絡線の直径D1の外側に位置できる。図41～44の実
施の形態においては、舌側の凹面1333が、顔側の凹面1332よりも大きな曲率半径を有して
おり、顔側の凹面1332の方が、舌側の凹面1333よりも深く出芽形状部1340へと延びている
。このように、凹面1332が、出芽領域に凹所を生み出している。
【００５０】
　図41～44の実施の形態に示されているように、本体部1395は、ねじ部1396およびねじな
しのカラー部1397を有している。カラー部1397は、おおむね円錐台形状の表面を有するテ
ーパ部1398と、円柱部1399とを有している。いくつかの実施の形態においては、ねじ部13
96が先細りであって、2条または3条ねじなどの多条ねじを備えており、ねじなしのカラー
部1397の表面が粗くされている。
【００５１】
　多条ねじを使用することで、インプラント1300を、単条ねじが使用される場合に比べて
より少ない回転で患者の顎骨へと完全に挿入することができる。これは、インプラント13
00の挿入に要する時間を短縮し、作業時間を短縮することによって患者の不快および危険
を少なくする。一実施の形態のさらに他の態様においては、色付きの点またはねじの食刻
部（図示されていない）などといった一連のマーカを、インプラント1300がどの程度まで
患者の顎骨へと挿入されたのかを知らせるために、ねじ部1396に配置することができる。
この特徴によれば、インプラント1300の挿入を行う者が、インプラント1300がどの程度ま
で患者の顎骨へと挿入されたのかを知ることができ、インプラント1300の不適切な挿入と
いうリスクを少なくすることができる。
【００５２】



(13) JP 2008-546448 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

　インプラント1300は、チタニウム6ALV4、セラミック、ポリマー、またはポリマー複合
材料、あるいはこれらの組み合わせなど、さまざまな生体適合材料から製造できる。例え
ば、アバットメント部は、セラミックまたはポリマー複合材料であってよく、インプラン
ト部は、チタニウムであってよい。さらに、インプラント1300の一部（出芽形状部1340な
ど）を、所望の色または他の表面特性をもたらすために、陽極酸化することができ、ある
いはチッ化チタニウムなどの材料または他の着色剤で被覆することができる。また、イン
プラント1300の一部を、表面の粗さを増すべく粗面化剤を含んでいる被膜で処理すること
ができる。
【００５３】
　本システムの実施の形態の他の態様においては、インプラント1300の一部に、マイクロ
テクスチャリングまたは化学エッチングなどといった種々の方法によってテクスチャを与
えることができる。インプラント1300の表面粗さを増すことは、表面積を増すことであり
、したがってインプラント1300の周囲での骨の一体化および軟組織の成長が促進される。
一実施の形態においては、マイクロテクスチャリングなどの第1のプロセスが、インプラ
ント1300の根元部分の表面粗さを増すために使用され、化学エッチングなどの第2のプロ
セスが、インプラントの冠状部の表面粗さを増すために使用される。この実施の形態にお
いては、インプラントの根元部分の表面仕上げは、冠状部の表面仕上げよりも粗い。他の
実施の形態においては、第2の機械的なブラスト処理（マイクロテクスチャリングにおい
て使用される媒体よりも攻撃的でない媒体による）は、冠状部の表面粗さを増すために化
学エッチングの代わりに使用される。
【００５４】
　一実施の形態においては、インプラント1300の一部分が、インプラントにヒドロキシア
パタイト粒子を吹き付けることによってマイクロテクスチャ処理され、他の部位が、希釈
した塩酸（HCl）によってエッチングされる。この実施の形態においては、5重量モルのHC
lが20:1の比にて水によって希釈され、インプラント1300の一部分を化学的にエッチング
するために使用される。
【００５５】
　一体型のインプラントの代替的な実施の形態が、インプラント1400として図45～49に示
されている。図41～44の実施の形態と同様、この実施の形態は、出芽形状部1440を本体部
1495と先細りの冠状部1435との間に配置して備えている。一体型のインプラント1400は、
出芽形状部1440と先細りの冠状部1435との間にマージンショルダ1450をさらに有している
。
【００５６】
　一体型のインプラント1400は、インプラント1300と同じ全体構成を有しているが、先細
りの冠状部1435が、工具係合用の造作1481を備える内部の穴1480をさらに取り入れており
、この工具係合用の造作1481を、インプラント1400を回転させて、ねじ込みによる患者の
顎骨への係合の助けとするために使用することができる。冠状部のサイズがより大きいこ
とで、穴および工具係合用の造作のための適切な材料がもたらされている。穴を備えるこ
とによって、一般的な駆動工具を使用することができ、外側の平坦部の形状を、先細りの
部位の外側の形状に合わせてさまざまにできるが、内部の形状を、先細りの部位の形状に
かかわらず一定に保つことができる。図48および49に示した実施の形態においては、工具
係合用の造作1481が、内側の穴1480の一部位であって、1つ以上の平面を有する任意の形
状など、多角形の断面または他の非円形の断面を有するように形成された部位である。図
45～49の実施の形態は、先に説明した実施の形態の平坦部1347のような柱1435の外表面の
平坦部を有していないが、他の実施の形態では、そのような平坦部ならびに穴の内側の工
具係合用の造作を有することができる。
【００５７】
　図45～49の実施の形態においては、先細りの冠状部1435が、縦溝1420および終端部1437
を有しており、終端部1437が、長手軸1419に対して横方向である一対の保持凹所1410を備
えている。この実施の形態においては、保持凹所1410が隣接歯間の位置に示され、縦溝14
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20が舌側の位置に示されているが、他の実施の形態は、凹所または溝を別の位置に備える
ことができる。
【００５８】
　終端部1437は、図1～4に示した実施の形態の終端部137など、先のいくつかの実施の形
態において説明した終端部とおおむね同等である。終端部1437は、舌側の弓状面1438およ
び顔側の弓状面1439を有する円錐台形状でない表面を有している。すでに述べたように、
終端部1437の構成が、人工歯の設置に先立って実行する必要がある準備作業の量を最小限
にしている。さらに、先細りの冠状部1435が、マージンショルダ1450の付近の領域におい
て外側へと広がっており、人工歯がインプラント1400へと設置されたときに着座する土台
または出っ張りをもたらしている。
【００５９】
　図46に示されているように、マージンショルダ1450が、先細りの冠状部1435と出芽形状
部1440との間に配置されている。マージンショルダ1450は、弓形の移行領域1460を有して
おり、移行領域1460は、その輪郭に沿って変化する曲率半径を有することができる。さら
に、マージンショルダ1450は、マージンショルダ1450の舌側1443がマージンショルダ1450
の顔側1452よりも高くなるよう、連続的に傾いている隣接歯間の側面1451を有している。
マージンショルダ1450の隣接歯間の側面1451は、舌側1443から顔側1452への傾きに正から
負または負から正への変化が存在しないように連続的に傾いている。やはり図46に示され
ているように、出芽形状部1440の舌側の側面1441が、出芽形状部1440の顔側の側面1442よ
りも大きな長手方向の長さを有している。
【００６０】
　さらに、出芽形状部1440は、本体部分1495に隣接して、顔側の凹面1432および舌側の凹
面1433を有している。すでに述べたように、凹面1432および1433が、軟組織および骨の成
長のためのより大きな余地をもたらしており、審美性を改善するとともに、感染の可能性
を少なくしている。図46に示されているように、凹面1432および1433は、ねじ山付きの本
体部1495の上部の外側包絡線の直径D2において広がっている。凹面1432および1433は、図
45～49に示した構成以外にも、さまざまな構成を有することができる。例えば、凹面1432
および1433は、複数または単一の曲率半径を有することができ、出芽形状部1440へとさま
ざまな深さで延びることができる。さらに、凹面1432の曲率の中心は、外側包絡線の直径
D2の範囲内に位置でき、あるいは外側包絡線の直径D2の外側に位置できる。図45～49の実
施の形態においては、舌側の凹面1433が、顔側の凹面1432よりも大きな曲率半径を有して
おり、顔側の凹面1432の方が、舌側の凹面1433よりも深く出芽形状部1440へと延びている
。
【００６１】
　図45～49の実施の形態に示されているように、本体部1495は、ねじ部1496およびねじな
しのカラー部1497を有しており、次いでカラー部1497が、円錐台形状の表面を有するテー
パ部1498と、円柱部1499とを有している。いくつかの実施の形態においては、ねじ部1496
が先細りであって、2条または3条ねじを備えており、ねじなしのカラー部1497の表面が粗
くされている
　一体型のインプラントの別の実施の形態が、図50～53にインプラント1500として示され
ている。図41～44の実施の形態と同様、一体型のインプラント1500が、出芽形状部1540を
本体部1595と先細りの冠状部1535との間に配置して備えている。一体型のインプラント15
00は、出芽形状部1540と先細りの冠状部1535との間にマージンショルダ1550をさらに有し
ている。
【００６２】
　図示の実施の形態において、先細りの冠状部1535は、一対の平坦部1547と、縦溝1520と
、終端部1537とを有しており、終端部1537は、長手軸1519に対して横方向である一対の保
持凹所1510を備えている。この実施の形態においては、平坦部1547および保持凹所1510は
隣接歯間の位置に示され、縦溝1520は舌側の位置に示されているが、代替的な実施の形態
は、平坦部、凹所、または溝を別の位置に備えることができる。平坦部1547は、インプラ
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ント1500の設置時に、インプラント1500を患者の骨へとねじ込んで係合させるうえで役立
つよう、インプラント1500を回転させるために使用することができる。
【００６３】
　終端部1537は、図1～4に示した実施の形態の終端部137など、先のいくつかの実施の形
態において説明した終端部とおおむね同等である。終端部1537は、舌側の弓状面1538、顔
側の弓状面1539、および保持凹所1510を有する円錐台形状でない外表面を有している。す
でに述べたように、終端部1537の構成が、人工歯の設置に先立って実行する必要がある準
備作業の量を最小限にしている。さらに、先細りの冠状部1535が、マージンショルダ1550
の付近の領域において外側へと広がっており、人工歯がインプラント1500へと設置された
ときに着座する土台または出っ張りをもたらしている。
【００６４】
　図51に示されているように、マージンショルダ1550は、先細りの冠状部1535と出芽形状
部1540との間に配置されている。マージンショルダ1550は、弓形の移行領域1560を有して
おり、移行領域1560は、その輪郭に沿って変化する曲率半径を有することができる。さら
に、マージンショルダ1550は、マージンショルダ1550の舌側1543がマージンショルダ1550
の顔側1552よりも高くなるよう、連続的に傾いている隣接歯間の側面1551を有しており、
この連続的な傾きは、正から負または負から正への変化を有していない。やはり図51に示
されているように、出芽形状部1540の舌側の側面1541が、出芽形状部1540の顔側の側面15
42よりも大きな長手方向の長さを有している。
【００６５】
　さらに、出芽形状部1540は、本体部分1595に隣接して、顔側の凹面1532および舌側の凹
面1533を有している。図51に示されているように、凹面1532および1533は、ねじ山付きの
本体部1595の上部の外側包絡線の直径D3において広がっている。凹面1532および1533は、
図50～53に示した構成以外にも、さまざまな構成を有することができる。例えば、凹面15
32および1533が、複数または単一の曲率半径を有することができ、出芽形状部1540へとさ
まざまな深さで延びることができる。さらに、凹面1532の曲率の中心は、外側包絡線の直
径D3の範囲内に位置でき、あるいは外側包絡線の直径D3の外側に位置できる。図50～53の
実施の形態においては、舌側の凹面1533は、顔側の凹面1532よりも大きな曲率半径を有し
ており、顔側の凹面1532の方が、舌側の凹面1533よりも深く出芽形状部1540へと延びてい
る。
【００６６】
　図50～53の実施の形態に示されているように、本体部1595は、ねじ部1596およびねじな
しのカラー部1597を有している。カラー部1597は、テーパ部1598および円柱部1599を有し
ている。いくつかの実施の形態においては、ねじ部1596が先細りであって、2条または3条
ねじを備えており、ねじなしのカラー部1597の表面が粗くされている
　図41～44の実施の形態と異なり、先細りの冠状部1535は、図51に示されているように、
本体部1595の中心を通過する長手軸1519から或る角度に設定された中心軸1529を有してい
る。この実施の形態においては、中心軸1529が、長手軸1519から17度の角度に設定されて
いる。他の実施の形態においては、中心軸1529が、17度以外の角度に設定される。一体型
のインプラント1500を、柱状部1535が本体部1595および軸1519に対して傾けられている点
、および柱状部1535が本体部1595と一体である点に鑑み、本明細書において「角度付き一
部品インプラント」または「角度付き一体型インプラント」と描写および呼称することが
妥当であると考えられる。
【００６７】
　次に図54～58を参照すると、角度付き一体型インプラントの代替的な実施の形態が、イ
ンプラント1600として示されている。図45～49の実施の形態と同様、この実施の形態は、
出芽形状部1640を本体部1695と先細りの冠状部1635との間に配置して備えている。一体型
のインプラント1600は、出芽形状部1640と先細りの冠状部1635との間にマージンショルダ
1650をさらに有している。
【００６８】
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　一体型のインプラント1600は、インプラント1500と同じ全体構成を有しているが、先細
りの冠状部1635が、工具係合用の造作1681（図57および58を参照）を備える内部の穴1680
をさらに取り入れており、この工具係合用の造作1681を、インプラント1600を回転させて
、ねじ込みによる患者の顎骨への係合の助けとするために使用することができる。図示の
実施の形態においては、工具係合用の造作1681が、内部の穴1680の多角形の端部である。
図54～58の実施の形態は、先に説明した実施の形態の平坦部1547のような外側の平坦部を
備えていないが、他の実施の形態は、外側の平坦部および内側の工具係合用の造作の両方
を有することができる。
【００６９】
　図54～58の実施の形態においては、先細りの冠状部1635が、縦溝1620および終端部1637
を有しており、終端部1637は、長手軸1619に対して横方向である一対の保持凹所1610を備
えている。この実施の形態においては、保持凹所1610は隣接歯間の位置に示され、縦溝16
20が舌側の位置に示されているが、代替的な実施の形態は、凹所および溝を別の位置に備
えることができる。
【００７０】
　終端部1637は、図1～4に示した実施の形態の終端部137など、先のいくつかの実施の形
態において説明した終端部とおおむね同等である。終端部1637は、舌側の弓状面1638およ
び顔側の弓状面1639を有する非円錐台形状を有している。すでに述べたように、終端部16
37の構成ゆえ、人工歯の設置に先立って実行する必要がある準備作業の量が最小限である
。さらに、先細りの冠状部1635が、マージンショルダ1650の付近の領域において外側へと
広がっており、人工歯がインプラント1600へと設置されたときに着座する土台または出っ
張りをもたらしている。
【００７１】
　図55に示されているように、マージンショルダ1650が、先細りの冠状部1635と出芽形状
部1640との間に配置されている。マージンショルダ1650は、弓形の移行領域1660を有して
おり、移行領域1660は、その輪郭に沿って変化する曲率半径を有することができる。さら
に、マージンショルダ1650は、マージンショルダ1650の舌側1643がマージンショルダ1650
の顔側1652よりも高くなるよう、連続的に傾いている隣接歯間の側面1651を有している。
やはり図54に示されているように、出芽形状部1640の舌側の側面1641が、出芽形状部1640
の顔側の側面1642よりも大きな長手方向の長さを有している。
【００７２】
　さらに、出芽形状部1640は、本体部分1695に隣接して、顔側の凹面1632および舌側の凹
面1633を有している。すでに述べたように、凹面1632および1633が、軟組織および骨の成
長のためのより大きな余地をもたらしており、審美性を改善するとともに、感染の可能性
を少なくしている。図54に示されているように、凹面1632および1633は、ねじ山付きの本
体部1695の上部の外側包絡線の直径D4において広がっている。凹面1632および1633は、図
54～58に示した構成以外にも、さまざまな構成を有することができる。例えば、凹面1632
および1633が、複数または単一の曲率半径を有することができ、出芽形状部1640へとさま
ざまな深さで延びることができる。さらに、凹面1632の曲率の中心は、外側包絡線の直径
D4の範囲内に位置でき、あるいは外側包絡線の直径D4の外側に位置できる。図54～58の実
施の形態においては、舌側の凹面1633は、顔側の凹面1632よりも大きな曲率半径を有して
おり、舌側の凹面1633よりもさらに出芽形状部1640へと延びている。
【００７３】
　図54～58の実施の形態に示されているように、本体部1695は、ねじ部1696およびねじな
しのカラー部1697を有している。カラー部1697は、テーパ部1698および円柱部1699を有し
ている。いくつかの実施の形態においては、ねじ部1696が先細りであって、2条または3条
ねじを備えており、ねじなしのカラー部1697の表面が粗くされている
　図45～49の実施の形態と異なり、先細りの冠状部1635は、図55に示されているように、
本体部1695の中心を通過する長手軸1619から或る角度に設定された中心軸1629を有してい
る。この実施の形態においては、中心軸1629は、長手軸1619から17度の角度に設定されて
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いる。他の実施の形態においては、中心軸1629が、17度以外の角度に設定される。図58に
示されているように、穴1680が、長手軸1619に平行である。
【００７４】
　図59および60に示した代替的な実施の形態は、異なる高さのねじ山を有している。この
実施の形態は、根元端1796を有するねじ部1795、ねじなしの円柱部1730、出芽形状部1740
、マージン1722、ならびに先細りの冠状部または柱状部1735を有している。この実施の形
態において、先細りの環状部1735は、他の実施の形態において説明した種々の構成のうち
の1つを有することができる。図59および60の実施の形態は、異なる高さのねじ部の配置
のための基準線として機能する段部1731（円柱部1730と出芽形状部1740との間）を有して
いる。
【００７５】
　図示の実施の形態において、ねじ部1795は、第1のねじ部1797および第2のねじ部1798を
有している。第1のねじ部1797が、0.2mmよりもわずかに大きいねじ高さを有するねじ山を
備えるのに対し、第2のねじ部1798は、0.2mmよりもはるかに大きいねじ高さを有するねじ
山を備えている。図示の実施の形態においては、段部1731から第1のねじ部1797の始まり
（第1のねじ部1797の根元端1796から最も遠い端部）までの軸方向の距離が、段部1731か
ら根元端1796までの距離の少なくとも4パーセントである。換言すると、円柱部1730（ね
じ山を有していない）が、段部1731と根元端1796との間の軸方向の長さの少なくとも4パ
ーセントである。他の実施の形態においては、円柱部1730が、段部1731と根元端1796との
間の軸方向の長さのより大きな割合を含むことができる。
【００７６】
　第1および第2のねじ部1797および1798は、単条のねじであっても、多条のねじであって
もよい。さらに、第1および第2のねじ部において、ねじの条数が異なっていてもよい。し
かしながら、第1および第2のねじ部は、インプラントを回転させたときに両方のねじ部が
同じ速度でインプラントを垂直方向に進めるように、調和していなければならない。
【００７７】
　歯科システムの他の構成部品が、図61および62に示されている。インプラント1800が、
歯科修復技師または医師が、一体型のインプラントまたは2段階式のインプラント（歯肉
縁下のインプラントおよび別体のアバットメント）のどちらを使用すべきか、あるいは恒
久的な修復において真っ直ぐなアバットメントまたは角度付きのアバットメントのどちら
を選択すべきかなど、いくつかの事柄を決定する際に助けとなるように使用することがで
きるフィッティング・インプラントである。
【００７８】
　最初の骨切り術によって想定される方向にて、最終的な修復の成功のために必要な臨床
パラメータを満足するように一部品のインプラントの一体の修復部を整列させることがで
きるかどうかを判断することが重要である。それらのパラメータとして、これらに限られ
るわけではないが、口唇マージンの配置、咬合面間のすき間、角度（単独または他に配置
されるインプラントとの関係）、およびセラミックスなどの最終的な修復材のための余地
が挙げられる。さらに、角度付きの一部品インプラント（そのようなインプラントが必要
な場合）を最終的な着座へと回転させるときに隣の歯に干渉しないかどうかを判断するこ
とが重要である。一部品インプラントの使用についての最終決定は、通常は、インプラン
トなどの構成部品のいずれにも関係せず、むしろ骨の質および適切な基礎の安定を達成で
きる可能性についての医師の臨床的印象に関係する。このような外科的プロセスの初期か
つ手つかずの段階においてフィッティング・インプラントを利用するこの手順の独自性が
、手術の柔軟性の水準の向上を可能にする。医師は、一部品の一体の修復部をより良好に
整列させるために骨切りの方向を変更することができ、あるいは2部品による手順の採用
を決定でき、すなわち手術の装備一式への追加をほとんど必要とせずに、修復の選択肢に
おいてより幅広い選択が可能になる。
【００７９】
　インプラント1800は、すでに説明した実施の形態のいずれかの構成と同等、または実質
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的に同様の先細りの冠状部1835および出芽形状部1840を有している。インプラント1800は
、所望の恒久インプラントのサイズ、形状、および種類を決定するため、患者の顎のイン
プラントの部位に形成された穴に容易に出し入れできるよう、先細りかつねじ山のない本
体部1895を有している。図61および62に示したインプラント1800は、ねじなしの本体1895
に対して傾けられてはいない先細りの冠状部1835を有しているが、他の実施の形態は、ね
じなしの本体1895に対して傾けられた冠状部を有することができる。インプラント1800は
、プラスチックなど、チタニウムまたは恒久的なインプラントに典型的に使用される他の
材料よりも安価な材料で構成することが可能である。
【００８０】
　フィッティング・インプラントの代替的な実施の形態が、図63にインプラント1900とし
て示されている。この実施の形態は、インプラント1900が、先細りではなくおおむね円柱
形の本体部1995を有している点を除き、図61および62の実施の形態と同じ全体構成を有し
ている。図63の実施の形態においては、先細りの冠状部1935が本体部1995に対して傾けら
れていない。図63Aに示した実施の形態は、インプラント1920がねじなしの円柱部1975か
ら傾けられた先細りの冠状部1955を有している点を除き、図63の実施の形態とおおむね同
等である。
【００８１】
　インプラントの代替的な実施の形態が、図64および65にインプラント2000として示され
ている。インプラント2000は、患者の口腔のモデルの製作を助けるために使用される類似
物インプラントである。インプラント2000は、先細りの冠状部2035、出芽形状部2040、お
よび本体部2095を有している。先細りの冠状部2035および出芽形状部2040は、すでに述べ
た実施の形態における構成のいずれかと同等、または実質的に同様である。本体部2095は
、インプラントのサイズおよび構成を識別するためのマーキング2096と、インプラント20
00を患者の口腔のモデル化に使用されるモデリング材料に保持できるようにする保持凹所
2075とをさらに有している。当業者にとって公知のとおり、先細りの冠状部2035が、印象
が患者の口腔で製作された後に、印象キャップ（図示されていない）へと挿入される。次
いで、患者の口腔の石型モデルが印象型から製作され、類似物インプラント2000が、保持
凹所2075によってモデルに保持される。
【００８２】
　インプラントの代替的な実施の形態が、図66にインプラント2100として示されている。
インプラント2100は、本体部2195と、出芽形状部2140と、一対の平坦部2147を備える先細
りの先端部2135とを有している。先に述べた実施の形態と異なり、図66の実施の形態は、
保持凹所ではなく、一対の保持突起2110を有している。保持突起2110は、印象コーピング
（図示されていない）またはインプラント2100への他の付属品の相応に寸法および形状付
けられた溝に係合するように構成されている。
【００８３】
　インプラントの代替的な実施の形態が、図67にインプラント2200として示されている。
インプラント2200は、本体部2295、出芽形状部2240、ならびに穴2280および先の実施の形
態の図57および58に示したものと同様の工具係合用の造作（図示されていない）を備える
先細りの冠状部2235を有している。先に述べた実施の形態と異なり、図67の実施の形態は
、保持凹所ではなく、一対の保持突起2210を有している。保持突起2210は、印象コーピン
グ（図示されていない）またはインプラント2200への他の付属品の相応に寸法および形状
付けられた溝に係合するように構成されている。
【００８４】
　図62A～62Eに示されているように、2段階式のインプラント・システム1875の一実施の
形態が、インプラント1850、アバットメント1860、および接続部材1870を含んで示されて
いる。最初に図62Aおよび62Bを参照すると、システム1875の顔側の分解図が示されており
、さらに図62Aの線62Bに沿って得た断面図が示されている。この実施の形態においては、
出芽形状部1841が、アバットメント1870にではなくインプラント1850に一体である。イン
プラント1850は、ねじ部1896と、図20および21に示した凹部330と同様の凹部1832を有す



(19) JP 2008-546448 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

る出芽形状部1841とを備えている。さらにインプラント1850は、ねじ部1896と出芽形状部
1841との間のねじなしの円柱部1843を有している。さらにインプラント1850は、インプラ
ントの冠状部側の端部にテーパ部1842を備えている。図62Bの断面図に示されているよう
に、インプラント1850は、ねじ山付きの内側穴1843および多角形の凹所1844を冠状部側の
端部に有している。
【００８５】
　アバットメント1860は、中央穴1862を備えており、多角形のベース部1861によってイン
プラント1850に係合するように構成されている。アバットメント1860は、末広がりの本体
部1863および上部の柱状部1864をさらに有している。接続部材1870が、アバットメント18
60をインプラント1850へと接続するように構成されている。接続部材1870は、ねじ部1872
と、ねじなしの軸1873と、内側にソケット1876を備える冠状部1874とを有している。
【００８６】
　アバットメント1860を、図62C～62Eに示されているようにインプラント1850へと接続で
きる。図62Cは、インプラント・システム1875の隣接歯間の図を示し、図62Dは、インプラ
ント・システム1875の顔側の図を示している。図62Dの線62Eに沿って得た断面が、図62E
に示されている。図62Eに示されているように、アバットメント1860の多角形のベース部1
861が、冠状部側の端部の多角形の凹所1844に係合する。次いで、接続部材1870を、アバ
ットメント1860の穴1862を通って挿入して、ねじ部1872をねじ山付きの内側穴1843に係合
させることができる。次いで、ねじ部1872をねじ山付きの内側穴1843に適切に係合させて
、アバットメント1860をインプラント1850へと堅固に接続するために、駆動工具（図示さ
れていない）を内側のソケット1876に係合させ、接続部材1870を回転させるために使用す
ることができる。
【００８７】
　次に図68～73を参照すると、先に述べたおおむね真っ直ぐな（すなわち、先細りの冠状
部がねじ部または別体のインプラントの軸に平行である）インプラントまたはアバットメ
ントに組み合わせて使用することができる印象キャップまたはコーピング2300が示されて
いる。印象コーピングの使用は、一般によく知られており、患者の口腔のインプラント部
位の印象を取得する前に、アバットメントまたはインプラントの冠状部にコーピングを据
えることを含んでいる。図68および69は、それぞれ印象コーピング2300の隣接歯間の図お
よび顔側の図を示し、図70および71は、図68および69の断面図である。図72および73は、
それぞれ上面図（または、冠状部側の図）および底面図（または、根元側の図）を示して
いる。
【００８８】
　図68～73の実施の形態に示されているように、印象コーピング2300は、長手軸2311を根
元側の端部2330から冠状部側の端部2340へと延在させて有する本体部2310を有している。
さらに、印象コーピング2300は、顔側の側面2335、舌側の側面2345、および根元側の端部
2330から延びる内側の穴またはチャンバ2320を有している。チャンバ2320は、円錐台形状
ではない側壁2383と端壁2395とを有している。根元側の端部2330は、インプラントまたは
アバットメント（図示されていない）のマージンショルダの弓状の移行領域に係合または
着座するように構成された弓状の縁2321（図70に示されている）を有している。
【００８９】
　さらに詳しく後述されるように、冠状部側の端部2340は、患者の口腔の印象の製作に使
用される印象材料（図示されていない）への抵抗をもたらすいくつかのリブまたはフラン
ジ部を有している。第1のフランジ部2350が、冠状部側の端部2340を横切って延び、長手
軸2311に対して直交する第1の平面におおむね平行である。第2のフランジ部2360は、本体
部2310の顔側の側面2335に沿って広がる第2の平面におおむね平行であり、第3のフランジ
部2370は、第1のフランジ部2350と第2のフランジ部2360との間を延びている。第3のフラ
ンジ部2370は、第1の平面および第2の平面の両者に対して直交する第3の平面におおむね
平行である。第4のフランジ部2365が、印象コーピング2300の舌側に沿って第1のフランジ
2350から本体部2310へと延びている。
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【００９０】
　したがって、図示の実施の形態においては、フランジ部2350、2360、2365、および2370
が、患者の口腔から印象が作られるときに、3つの異なる横および回転方向について印象
コーピングと印象材料との間の動きに抵抗をもたらす。例えば、第1のフランジ部2350が
、長手軸2311に平行な方向の動きに抵抗し、第2および第4のフランジ部2360および2365が
、顔側／舌側への横方向の動きに抵抗し、すなわち図68の眺めの左側または右側への動き
に抵抗する。さらに、第3のフランジ部2370が、隣接歯間の横方向の動きに抵抗し、すな
わち図71の眺めの左側または右側への動きに抵抗する。さらに、フランジ部は、印象コー
ピング2300の印象材料に対する回転移動に対しても抵抗をもたらす。長手軸2311を基準と
して使用し、第3のフランジ2370が、印象コーピング2300のロールおよびピッチの運動に
対して抵抗をもたらす。さらに、第1のフランジ部2350、第2のフランジ部2360、および第
4のフランジ部2365が、印象コーピング2300の偏揺れの動きに対して抵抗をもたらす。印
象コーピング2300と印象材料との間の動きを少なくすることで、患者の口腔について作り
出される型の精度が改善される。
【００９１】
　図71の断面図に示されているように、印象コーピング2300は、内側のチャンバ2320から
延びる一対の盛り土状の突起2380を有している。さらに詳しく後述されるとおり、突起23
80は、保持機構として機能して、上述のインプラントおよびアバットメントの保持凹所に
係合するように構成されている。さらに、図68、69、および71において、本体部2310の外
面に一対のくぼみ2385を見て取ることができる。くぼみ2385は、突起2380の付近の領域に
おいて本体部2310の断面厚さを小さくし、突起2380がアバットメントまたはインプラント
の保持凹所に係合するときに本体部2310が撓みやすくなるようにしている。さらに図71お
よび73の実施の形態には、内側のチャンバ2320が、一対のリブまたは段部2390を、軸方向
において突起2380と冠状部側の端部2340との間の位置に配置して有する旨が示されている
。段部2390は、歯科医療従事者がコーピング2300を設置の際にインプラントまたはアバッ
トメントへと過剰に押し込もうとした場合に、インプラントまたはアバットメントの冠状
部側の端部に当接してストッパとして機能するように構成されている。溝または穴などの
凹所または空所2391が、段部2390の間に形成されて、本体部2310の柔軟性をさらに高めて
いる。
【００９２】
　図68～73に示した実施の形態は、第3のフランジ部2370を貫いて延びる開口2315をさら
に有している。歯科医療従事者は、歯科用インプラントまたはアバットメントにおけるコ
ーピング2300の取り扱いまたは配置の際に、印象コーピングの落下または喪失を防止する
ため、開口2315にデンタルフロスの輪（図示されていない）を通すことができる。この実
施の形態においては、開口2315が第3のフランジ部2370に示されているが、他の実施の形
態は、印象コーピングの他の部位に開口を備えることができる。開口2315は、図示のよう
に角張っていても、丸くても、あるいは他の形状であってもよい。
【００９３】
　図68～73に示した実施の形態は、解剖学的なアバットメントまたはインプラントに使用
するために適している。例えば、図68に示されているように、顔側の側面2335が、舌側の
側面2345と比べ、冠状部側の端部2340からより遠くまで延びている。このやり方で、根元
側の端部2330が、先に説明したインプラントおよびアバットメントの斜めのマージンショ
ルダの輪郭（例えば、図1および2に示したマージンショルダ150の隣接歯間の側面151）に
一致するよう、舌側の側面2345から顔側の側面2335へと下向きに傾斜している。さらに、
印象コーピング2300は、内側の穴またはチャンバ2320を有しており、内側の穴またはチャ
ンバ2320は、解剖学的な形状を有するアバットメントまたはインプラントの形状におおむ
ね一致するように構成された円錐台形状ではない内壁を有している。いくつかの実施の形
態においては、内側のチャンバ2320が、図70に見られるように、実質的に円柱形である上
部2381および非円錐台形状である下部2382という2つの部位に分割されている。突起2380
が、好ましくは、実質的に円柱形である上部2381に位置している。
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【００９４】
　いくつかの実施の形態においては、印象コーピングを、内部のチャンバの寸法などのコ
ーピングの寸法の特徴を知らせるともに、コーピングが真っ直ぐな歯科用インプラントま
たはアバットメントあるいは角度付きの歯科用インプラントまたはアバットメントのどち
らに使用されるように構成されているのかを知らせるために、色で標識付けることも可能
である。さらに他の実施の形態は、コーピングの寸法の特徴を知らせるために、表面の食
刻、切り欠き、または凹所などといったマーキングまたは標識を備えることができる。
【００９５】
　図74～76は、印象コーピング2300のインプラント1400との係合を示している。図示され
ていないが、印象コーピング2300を、アバットメント100あるいはフィッティング・イン
プラント1900または類似物インプラント2000などのといった他の適合する歯科用部品に係
合させることも可能である。図74は、印象コーピング2300およびインプラント1400を途中
まで係合させた状態で示しており、図75および76は、印象コーピング2300およびインプラ
ント1400を、突起2380が保持凹所1410に出会って係合する完全な係合状態に示している。
【００９６】
　図75に示されているように、印象コーピング2300およびインプラント1400が完全に係合
したとき、根元側の端部2330がマージンショルダ1450に同一面に着座する。図76は、印象
コーピング2300が断面で示されており、インプラント1400が断面でない顔側からの眺めで
示されている部分断面図である。図76に示されているように、突起2380が保持凹所1410に
係合し、印象コーピング2300をインプラント1400に保持している。図76に示した実施の形
態においては、くぼみ2385が突起2380の付近の領域においてインプラント2300の断面厚さ
を小さくして、本体部2310がより容易に撓んでインプラント1400に係合できるようにして
いる。
【００９７】
　さらに図76において、段部2390が先細りの冠状部1435の冠状部側の端部1411に近接して
いるが、接触はしていないことを見て取ることができる。すでに述べたように、段部2390
は、印象コーピング2300がインプラント1400へと過剰に押し込まれるのを防止するように
構成されている。また、段部2390の間の空所2391が、コーピング2300の着座および脱離の
際に本体部2310がさらに撓むことができるようにしている。さらに図76において、印象コ
ーピング2300の内部のチャンバ2320が、先細りの冠状部1435の解剖学的な全体形状に一致
するように構成されていることを見て取ることができる。弓状の縁2321が、マージンショ
ルダ1450の弓状の移行領域1460に着座して示されている。
【００９８】
　次に図77～82を参照すると、先に述べた全体として角度が付けられた（すなわち、先細
りの冠状部がねじ部または別体のインプラントから傾けられている）インプラントまたは
アバットメントに組み合わせて使用することができる印象キャップまたはコーピング2400
が示されている。角度付きのアバットメントまたはインプラントに適合するように構成さ
れてはいるが、この実施の形態は、図68～73に示した実施の形態に類似している。図77お
よび78は、それぞれ印象コーピング2400の隣接歯間の図および顔側の図を示しており、図
79および80は、図77および78の断面図である。図81および82は、それぞれ上面図（または
、冠状部側の図）および底面図（または、根元側の図）を示している。
【００９９】
　図77～82の実施の形態に示されているように、印象コーピング2400は、長手軸2411を根
元側の端部2430から冠状部側の端部2440へと延在させて有する本体部2410を有している。
さらに、印象コーピング2400は、顔側の側面2435、舌側の側面2445、および根元側の端部
2430から延びる内側の穴またはチャンバ2420を有している。チャンバ2420は、図79に示さ
れているように、実質的に円柱形の上部2481と非円錐台形状の下部2482とを有する側壁24
83、および端壁2495を有している。根元側の端部2430は、インプラントまたはアバットメ
ント（図示されていない）のマージンショルダの弓状の移行領域に係合または着座するよ
うに構成された弓状の縁2421（図79に示されている）を有している。図68～73の実施の形
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態と同様、冠状部側の端部2440が、第1のフランジ2450、第2のフランジ2460、第3のフラ
ンジ2470、および第4のフランジ2465を有している。
【０１００】
　図80の断面図に示されているように、印象コーピング2400は、チャンバ2420の実質的に
円柱形の上部2481から内向きに延びる一対の突起2480を有している。図示の実施の形態に
おいて、突起2480が保持機構として機能して、上述のインプラントおよびアバットメント
の保持凹所に係合するように構成されている。さらに図77、78、および80において、本体
部2410の外面に、先の実施の形態のくぼみ2385に類似する一対のくぼみ2485を見て取るこ
とができる。図80および82に示されているように、内部の穴2420は、図68～73の実施の形
態の段部2390と同等の一対のリブまたは段部2490、ならびに図68～73の実施の形態の空所
2391と同等の凹所または空所2491を有している。さらに、図77～82に示した実施の形態は
、先の実施の形態の開口2315と同様の開口2415を有している。さらに、図80の断面図にお
いては、印象コーピング2400が角度付きのインプラントまたはアバットメントにおいて使
用されるように意図されていることを示すために使用される内部の穴2420の標識2425を見
て取ることができる。この実施の形態においては、標識2425は、斜辺を有する凹んだ台形
の部位である。
【０１０１】
　図77～82に示した実施の形態も、解剖学的なアバットメントまたはインプラントに使用
するために適している。例えば、図77に示されているように、顔側の側面2435が、舌側の
側面2445と比べ、冠状部側の端部2440からより遠くまで延びている。このやり方で、根元
側の端部2430が、先に説明したインプラントおよびアバットメントの斜めのマージンショ
ルダ（例えば、図22および23に示したマージンショルダ650）の輪郭に一致するよう、舌
側の側面2445から顔側の側面2435へと下向きに傾斜している。しかしながら、図77～82の
実施の形態においては、顔側の側面2435と舌側の側面2445との間の差が、先の実施の形態
の図68に示した顔側の側面2335と舌側の側面2345との間の差よりも大きい。すなわち、イ
ンプラントまたはアバットメントの角度が付けられた冠状部を収容するために、印象キャ
ップ2400の根元側の端部2430は、根元側の端部2330よりも大きな角度で下方へと傾斜して
いる。図77～82の実施の形態の他の特徴は、図68～73の実施の形態において見られるもの
とおおむね同等である。
【０１０２】
　図74～76と同様に、図83～85は、印象コーピング2400の角度付きの一部品インプラント
1600との係合を示している。図示されていないが、印象コーピング2400を、アバットメン
ト600または他の互換のアバットメントに係合させることも可能である。図83は、印象コ
ーピング2400およびインプラント1600を途中まで係合させた状態で示し、図84および85は
、印象コーピング2400およびインプラント1400を完全に係合させた状態で示している。
【０１０３】
　図84に示されているように、印象コーピング2400およびインプラント1600が完全に係合
したとき、根元側の端部2430がマージンショルダ1650に同一面に着座する。図85は、イン
プラント1600が断面でない顔側からの眺めで示されており、印象コーピング2400が断面で
示されており、したがって印象コーピング2400との係合後の先細りの冠状部1635を見て取
ることができる部分断面図である。図85に示した実施の形態においては、くぼみ2485が突
起2480の付近の領域においてインプラント2400の断面の厚さを小さくして、本体部2410が
より容易に撓んでインプラント1600に係合できるようにしている。
【０１０４】
　図85に示されているように、突起2480が保持凹所1610に係合し、印象コーピング2400を
インプラント1600に保持している。さらに図85において、段部2490が先細りの冠状部1635
の冠状部側の端部1611に近接しているが、接触はしていないことを見て取ることができる
。すでに述べたように、段部2490は、印象コーピング2400がインプラント1600へと過剰に
押し込まれるのを防止するように構成されている。段部2490の間の空所2491が、コーピン
グ2400の着座および脱離の際に本体部2410がさらに撓むことができるようにしている。さ
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らに図85において、印象コーピング2400の内部のチャンバ2420が、先細りの冠状部1635の
解剖学的な全体形状に一致するように構成されていることを見て取ることができる。やは
り弓状の縁2421が、マージンショルダ1650の弓状の移行領域1660に着座して示されている
。
【０１０５】
　種々の好ましい実施の形態を図示して説明したが、当業者であれば、本明細書の思想お
よび教示から離れることなく、これらの実施の形態について変更を加えることが可能であ
る。本明細書の実施の形態は、あくまで例示であって、本発明を限定するものではない。
本明細書に開示したシステムおよび構成部品について多数の変化形態または修正形態が可
能であり、それらは本明細書の教示の範囲に包含される。例えば、保持凹所および舌側の
溝の形状および向きが、ここに示した形状および向きと異なっていてもよい。さらに、上
述した別々の実施の形態からの特徴を組み合わせて、本システムの代替的な実施の形態を
形成することができる。例えば、代替的な実施の形態は、図41～44の実施の形態の先細り
の冠状部と、図59および60の実施の形態に見られる異なる高さのねじ部とを備えることが
できる。さらに、ここに示したそれぞれの実施の形態の角度付きかつ先細りの冠状部が、
他の実施の形態において真っ直ぐであってよく、その逆も然りである。また、図7～9の実
施の形態に示されている隣接歯間の平坦部を、ここに示した任意の実施の形態に備えるこ
とが可能であり、図66および67の保持突起を、他の実施の形態において保持凹所に加え、
あるいは保持凹所に代えて使用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】歯科用部品システムの構成部品の一実施の形態の舌側の図である。
【図２】図1の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図３】図1の実施の形態の断面図である。
【図４】図1の実施の形態の冠状部からの図である。
【図５】図1～4の構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図６】図1～4の構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図７】本システムの構成部品の一実施の形態の舌側の図である。
【図８】図7の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図９】図7の実施の形態の冠状部からの図である。
【図１０】図7～9の構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図１１】図7～9の構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図１２】本システムの構成部品の一実施の形態の舌側の図である。
【図１３】図12の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図１４】図12の実施の形態の冠状部からの図である。
【図１５】図12～14の構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図１６】図12～14の構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図１７】本システムの構成部品の一実施の形態の隣接歯間の図である。
【図１８】図17の構成部品の他の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図１９】図17の構成部品の他の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図２０】本システムの構成部品の一実施の形態の舌側の図である。
【図２１】図20の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図２２】本システムの構成部品の一実施の形態の舌側の図である。
【図２３】図22の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図２４】図22の実施の形態の顔側の図である。
【図２５】図22の実施の形態の断面図である。
【図２６】図22の実施の形態の冠状部からの図である。
【図２７】図22～26の構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図２８】本システムの構成部品の一実施の形態の舌側の図である。
【図２９】図28の実施の形態の隣接歯間の図である。
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【図３０】図28の実施の形態の顔側の図である。
【図３１】図28の実施の形態の冠状部からの図である。
【図３２】図28～31の構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図３３】本システムの構成部品の一実施の形態の舌側の図である。
【図３４】図33の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図３５】図33の実施の形態の顔側の図である。
【図３６】図33の実施の形態の冠状部からの図である。
【図３７】図33～36の構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図３８】本システムの構成部品の代替的な実施の形態の舌側の図である。
【図３９】図38の構成部品の代替的な実施の形態の舌側の図である。
【図４０】本システムの構成部品の隣接歯間の図である。
【図４１】本システムの構成部品の一実施の形態の顔側の図である。
【図４２】図41の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図４３】図41の実施の形態の一部分の舌側の図である。
【図４４】図41の実施の形態の冠状部からの図である。
【図４５】本システムの構成部品の一実施の形態の顔側の図である。
【図４６】図45の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図４７】図45の実施の形態の舌側の図である。
【図４８】図45の実施の形態の冠状部からの図である。
【図４９】図45の実施の形態の一部分の断面図である。
【図５０】本システムの構成部品の一実施の形態の顔側の図である。
【図５１】図50の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図５２】図50の実施の形態の一部分の舌側の図である。
【図５３】図50の実施の形態の冠状部からの図である。
【図５４】本システムの構成部品の一実施の形態の顔側の図である。
【図５５】図54の実施の形態の隣接歯間の図である。
【図５６】図54の実施の形態の舌側の図である。
【図５７】図54の実施の形態の冠状部からの図である。
【図５８】図54の実施の形態の一部分の断面図である。
【図５９】システムの構成部品の代替的な実施の形態の隣接歯間の図である。
【図６０】図59の実施の形態の舌側の図である。
【図６１】本システムの構成部品の隣接歯間の図である。
【図６２】図61の構成部品の顔側の図である。
【図６２Ａ】本システムの代替的な実施の形態を分解して示した顔側の図である。
【図６２Ｂ】図62Aの実施の形態の断面図である。
【図６２Ｃ】組み立てられた図62Aの実施の形態の隣接歯間の図である。
【図６２Ｄ】図62Cの実施の形態の顔側の図である。
【図６２Ｅ】図62Cの実施の形態の隣接歯間の断面図である。
【図６３】本システムの構成部品の一実施の形態の斜視図である。
【図６３Ａ】図63の構成部品の他の実施の形態の斜視図である。
【図６４】本システムの構成部品の隣接歯間の図である。
【図６５】図64の実施の形態の顔側の図である。
【図６６】システム構成部品の他の実施の形態の顔側の図である。
【図６７】システム構成部品の他の実施の形態の顔側の図である。
【図６８】本システムの構成部品の一実施の形態の隣接歯間の図である。
【図６９】図68の実施の形態の顔側の図である。
【図７０】図68の実施の形態の隣接歯間の断面図である。
【図７１】図68の実施の形態の舌側の断面図である。
【図７２】図68の実施の形態の冠状部からの図である。
【図７３】図68の実施の形態の底部からの図である。
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【図７４】図68および図45の実施の形態からなる集合体の隣接歯間の図であり、途中まで
分解されている。
【図７５】図74の実施の形態の集合体の図である。
【図７６】図75の実施の形態の集合体の顔側の図であり、一部が断面にされている。
【図７７】本システムの構成部品の一実施の形態の隣接歯間の図である。
【図７８】図77の実施の形態の顔側の図である。
【図７９】図77の実施の形態の隣接歯間の断面図である。
【図８０】図77の実施の形態の舌側の断面図である。
【図８１】図77の実施の形態の冠状部からの図である。
【図８２】図77の実施の形態の底部からの図である。
【図８３】図77および図54の実施の形態からなる集合体の隣接歯間の図であり、途中まで
分解されている。
【図８４】図83の実施の形態の集合体の図である。
【図８５】図83の実施の形態の集合体の顔側の図であり、一部が断面にされている。
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